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ヴ ィ クセルの財 政 理論について

飯 野 . 靖 四

〔ヴイクセルの財政理論にOV、て〕

n 課税における公平ないし公正の原則について，

2 ケィクセルの租税体系の® 礎にある理論的枳_
3 ヴィクセルの課税体系における意志決定の手続き

〔ヴィクセルの財政理論 (こついて〕

I I 課税における公平ないし公正の原則について 

2 ヴィクセルの新税休系の諶礎にある理論的根

m  .

例えば，プラック氏は次のように主張している。す 

なわち，ヴィクセルは「自発的に納税を申し出る」租 

税体# f t v 、うものを，民間市場における取弓丨から類推 

して，そしてまた自由が増大し民主主義が発展しつつ 

あった当時の政治制度における趨勢と一致するように, 
つぐっている，と。このブラック氏の見解は結局のと 

ころ，本質において，次のようなことを主張している 

めである。すなわち，我々は民間市場において自分の 

意志で（培発的に）財やサーヴィスを購入するが，そ 

れと同じように政府サーヴィスに対しても，できるだ 

け自分の意志に基:づいて，すなわち各人の同意に签づ 

いて租税を支払うような課税体系を我々はつくらなけ 

ればならないという主張である。この主張は，決して 

西矩されえないしまた無視されえないものである。ぶ  

いうのは, 突際，ヴィクセルは「財政の理論的研究」 

の巾のところどころにおいて，自分の提案を疋当化す

るために，こうしたことを考えていることをほのめか- 
しているからである。

しかしながら，これは彼の体系めほんの一部の性格 

しか説明して\ 、ない。我々は，彼の体系の理論的根拠 

の大部分が，彼 が 「財政の理論的研究」を書く前にス 

ウエ一デンの租税制度に生じた変化にどのように対處 

したかということによって，そしてまた大部分におい 

て，彼にこの書物を書くように刺激を与えた変化に彼」 

がどのように対応したかということによって，説明さ 

れると信じたくなるものセある。第 2 に彼は，労働者， 

階鉍と有産階級の間の勢力関係の変化—— それは18犯 

年代に始まったばかりであったがーを期待して待っ 

ていた。彼が考え出した租税制麼は，非常に大きい程 

度において，これらの変化が起るで炎ろうところの将 

来に向けられていたのである。

1894年に彼は「我々の租税—— それを誰が支払うか，- 
また支払うべきかJ という小冊子を窗いたけれども, 
その中においてもまた彼は「公平な」課税制度のため 

の提案を短縮された形で書いている。しかしながらこ 

の著作の大部分は，スウエ一デシの鉍入制度の性格に‘ 
ついてのサーヴエイに関係したものである。彼は，総 

収人の約90%が商品に対する間接税，主として国内消 

費税と関稅によって調達されているというととを見出 

した。 t れらの狙税は，煙草やアルコール性飲料とい 

ったようなぜV、たく品だけに限られていたわけではな 

かった。とれらの租税は, 砂糖，食用獣肉，小麦粉等 

といったいろいろの必需品にまで課せられていた，彼 -

注（1 ) 木稿は，三m学会雑訪第62卷第9号の拙稿「ヴィクセルの财政现論についてc n〕j の絞きである。

( 2 ) 参考文敝*〔128〕参照， .
* 参考文献11録は, 拙稿「ヴィク七ルのM政理論について〔n 〕j の末甩に掲彼。

(3 )  “voluntarist” tax system
(4 )  •グィクセルの著作丨:丨録は，拙稿 rヴィクセルのJW政现こついて〔I 〕J (HUJ学会雑誌第62逸第2 切の末 ® に揭r
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ヴィクセルの財政理論についでcraD

攸また，総収入に占める間接税収入の割合が増大しつ 

つあるというこ'とも見出した。地主が支配的な国会は， 

近年，田舎や都会の土地に対する租税とか改畏工事に 

対する租税とかを旄止したり実質的に減税をしたりし 

X , 自分の階級の利益を守るように行動している。も 

し国会がその活動をとうした減税だけに限るな.らば， 

予算の赤字はますます大きくなづてゆくだろう。そう 

したことを防ぐために，国内消費税や関税の税率を上 

讨ることによって，また以前には無税であった商品に 

この種の租税を課することによって，財産税の減収分 

の埋め合せがなされる。彼は，地主がこうした不公平 

を犯すことに成功した最大の理ftlは，労働者階級が国 

会に代表者-を送っていないことにあると姑論を下した。

しかしながら一と彼は言v、続けた—— 労働者に選 

孝権がない状態は永続きしそうにもない。遅かれ早か 

.れ，彼らは投票権を獲得するであろう。そして彼らは， 

社会におv、て他のグル一プの人達より数でまさるので， 

その代表者は他の階級の代表者より数でまさり，国会 

を支配するようになるであろう。 もし課税における公 

平拿達成するために彼が提案したような改革案を予防 

策として採用しないならば，また労働者が政治的に優 

-勢になる前に憲法にそうした改革案を書き込まないな 

らば，彼らは，彼らより先に権力を獲得した人達の例 

々こならって，彼らがほとんど租税を支払わないような 

国家サーヴィスにとほうもない支出をしたり，有産階 

級の富を没収しその所得をほとんどなくしてしまうよ 

うな祖税ゼ課するであろう。そのような政策ぼ結局， 

資本形成を実質的に停止させるばかりでなく， もし財 

座の所有者が甚だ大きい租税負担を支払うために現在 

の投資をやめざるをえなくなるようであるならば，大 

:規模に現存の資本の破壊を弓丨起すであろう。

資本の破壊は，スゥヱ一デンのように長期にわた名 

て資本の不足に悩み，鉄道や勦力計画を建設するのに 

■必要な資本並びに森林生産物や土木工事産業を発展さ 

せるのに必要な資本を獲得するために外国から借入I  
することを強いられているような国においては,結局 

、のところ破滅に遵くであろう。彼が公平な課税制度の 

ための提案でもって避けたいと考えていたのは,まさ 

•'にこのことである。彼が真に関心をもっていたのは， 

•中流階級や上流階級の財産を守ることではなくて,む 

しろ自分の国の乏しI 、，資本となる資源を破壊から守 

-ることであった。さらに彼は，劣働者階級の利從とな• 
■るような所得分配上の変化は避けられないものであり 

また望ましいものであると者えていた，彼が心の背後

で考えていたことは一 一 このことは彼がその1ゲ平後に 

書いた小冊子「社会主義国家と現代の社会」（1905) の 

中で明らかにされたことであるのであるがー一 労働者 

は所得の西分配それ自体からは, 特に短期的には*ほ 

とんど得るものがないということであった。他方，彼 

らは，技術変化や突物資本の壻大といったような全体 

として生産力を高めるもの, から得られるすべての:も 

のを獲得する。従って彼らの戦術は》将来増大したと 

ころの社会の生産物のうち，彼らがより多くの分け前 

を獲得するということでなければならない。これはも 

ちろん，直接的には，課税の問題であるというよりは 

むしろ賃金交渉の問題であるであろう。しかし長期的 

な政策としては，累進的な相続税とか地価値上りに基 

づく不労所得r 対する租税とかによる所得の苒分配fc  
よって，かなりのことがなされうるめである。

ところで， もし労働者側の権力獲得が突然に行われ 

るならば，おそらぐ資本の破壊は避けられえないであ 

ろう。労働者階級と他の階級の間の所得関係並びに財 

産関係は，急激にそして徹底的に変わるであろう。 し 

かしもし労働者の権力獲得が，10年，20年或いは数十 

年というよ’うに長期間にわたって行われるならば——  
彼はこの方がよりありそうだと考えたが—— 労働者階 

級と他の階級の間の所得と富の分配における変化は, 
大部分は，この期間中に終ってしまっているであろう。 

その場合には，社会は大した変動もなくこれらの変化 

に順応してしまうで多ろう。経済もまた，実物資本の 

破壊もなく, おそらく継続的に成長を高めながら,そ 

れに順応してゆくであろう。： '
ひとたびとれらの変化が終り,政治的に優勢となっ 

た労働渚の指導者が， もはや再分配からは何も得られ 

ないということを，すなわち現存する所得分配が最適 

であり「公平であるJ ということを認識するならば,、 

その指導者はヴィクセルの「租税の決定における任意 

性と（相対的）一致の原則」を採用し利用するよう勧め 

られるかもしれなV、。 もし彼らがこれを採用するなら 

ば，国会における予算の仕事も，その性格はずいぶん 

と変わるであろう。従来は避け名べき惡事としてしか 

見られなかった租税も今や，少なくとも等しいか或い 

はそれ以上の価値をもった政府サ一ヴィスに対する代 

偭というふうに兕られる。このことは，政府サWヴィ 

スを拡火させる方向へ導くかもしれない。しかしなが 

ら，そぅした拡大はしばしば，雄純多数決のもとでは 

囟分逹0 正当な利益と输利を守ることができないけれ 

ども彼が提案した制度• （条〖'丨•付き多数決）のもとでは守
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る機会をもつところのグループの人達によって*激し 

く反対されるであろう。結局，政府は，私企業が行う 

よりもうまくゆくところの機能を代わって行うという 

ことになるであろう。

もはや没収的な課税拖の使用は行われえないので， 

租税や支出を決定する際に条件付き多数決を要求して 

もたいした反対はありえないであろう。政治的少数者 

に与えられた拒否権は，彼らの正当な利益を守り増進 

ナるための主要な手段である。なぜに少数者がこれら 

の特別な措置によって守られるべきなのであろうか。 

上流階級や中流階級の少数者の所得位匱は， もはやこ 

れ以上再分配したとしても多数者に利益をもたらさな 

い程度にまで修正されているので，これらの少数者は 

自分達の位置を維持し同一位置を保ってゆくための手 

段をもたなければならない。政治的な少数者は，経済 

的な意味において欠くことのできないものセある。と 

いうのは，社会にとって役にたつところの有能な行政 

官，企業家，専門家の大部分は，その少数者の中に見 

出されるからである。

ヴィクセルは，ひとたび自分の体系が採用されるな 

らば，議会のどの政党も（粗税负担は別として）他の政

府サーヴィスを新たに提案したり拡充を中し出たりす 

ることはないであろうと考えていた。 もちろん提案は 

すべての政党にとって等しく，望ましいものとは思え 

ないであろう。 しかし重要な点は，どの政党も他の政 

党に対して攻撃的であったり敵対的であるような政策 

を提案しないであろうということである。 ヴィクセル 

は，こうしたことを前提とするならば，少数若は予箅 

密議において政策を拒否することができるので，卑純 

多数によって可決された政策につし、て生ずる衝突も容 

易に解決できると考えていた。この点に関する彼の論 

法は，次の通りである》すなわち，もし提案されたサ 

ーヴィスがすべての党にとって望ましいものに思われ 

るならば，それを採用するすこめに必要なことは，それ 

がどれくらい要求されているかということと，その资 

金をどのようにして調達するかということを決定する 

ことであるo 提案された支出計画の資金を調達するに 

は，いろいろの方法がある一一特別税による方法，通 

常の租税の一部による方法，料金による方法，沿入に 

よる方法, これらの組合せによる方法。提案されたサ 

ーヴィスの資金を調達する方法は，予箅雜讅に知いて 

検討されると考えられている。各関係者は，いろいろ 

な資金計豳のもとで選举区说が支払わなければならな

い租税の額を頭に入れて，選举区民にもたらされるサ 

—ヴィスの利益を評価しなければならない。彼は，利 

益が租税より大きいか/少なくとも等しいと思えるよ 

うな提案に対してのみ賛成の投票をするにちがいないO 
或る資金計画は，他^の資金計画よりも多くの賛成を 

得るかもしれない。また同じ提案でも，或る資金計画 

のもとで反対した間じ人が，自分の選挙区民にとって 

より有利であると考える別の資金計画のもとで賛成す 

るというようなことはよくあることであるP さて，提 

されたサーヴィスがずベての人の意見において望ま 

しいものであるにもかかわらず，そしてまたその資金 

の調達が決して没収的であるとは思われないような租 

稅によって行われているにもかかわらず，その租税負 

迨が自分の選挙区民にとって利益より大きいと思うが 

故にそれに反対する代表者が未だかなり存在するとい 

ったような場合には，そのサーヴメスは明らかに集合 

的欲望の対象ではない，とヴィクセルは述べている。 

そのようなサ“ ヴィスは，私企業なv、しは任意の団体 

によって提供されチこ方が良いのである。従って，政府 

の機能とサーヴィスの範囲—— 条件付き多数で決定し 

なくても良い若干の機能は別として一一•を規定ずると 

ころの集合的欲望の対象とは，完全に代議制が行われ 

た議会のメソバ一が，没収的でない租税とその他の資 

金調達計画に，ほとんど一致して賛成するところのも 

のでi b り，またそれだけである。

政府サーヴィスを新たに提案したり拡充を申し出た 

りすることに関して今まで述べてきたことは，政府ナ 

ーヴィスを維持するために或る税を別の税と取り替え 

る場合にも当てはまる。それは，条件付き多数によっ 

て可決されなければならない。

しかしながら，政府サ一ヴィスとそれに対佑する租- 

梃を廃止する提案に関しては，ヴィクセルは饰雄化の 

ために，議会における少数若が提案を出し，条件付き 

多数によって拒否されない限り可決されるであろ_う '場、 

合を考えていた。これは条件付き多数決の論理からで 

てj る当然の結果であるが，v れは少数者に余りにも 

多くの力を与え，実際問題として彼の体系に，租税及. 

ぴ支出を削減する方向への偏りを与えている。

ヴィクセルが苦心してつくりあげた「公平なj 課税. 

体系の菡礎ゼなっている前提条件を，認める人もいれ 

ば認めない人もいるであちう。しかしながら，彼やリ 

ンダーいったような彼の信奉渚がこの分好の研究 

に採用した見通しといったようなものは，結筒，公共 

(m m部丨》丨ふ私企槳部卩Mの卯の閱係を無宠觅に放，
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ておくよりも整理することを必要とするであろう，と 

いうことは明白である。そめ境界線—— それはおそら 

く融通のきぐ弾力的な境界線であろうが-~ は結局， 

当 然 「政府J に属する活動と，当 然 「実業」に属する 

活動の間に設定されるにちがいない。

3 ヴィクセルの課税体系における意志決定の手 

続ぎ

すべての利益グループが効果的に代表を送り，また 

現存する所得と富の分配がすべてのグル一プによって 

是認されているような社会を考えよう。また労働者側 

は支配的な政党であり，ヴィクセルが提案した体系蚤 

受けいれているものと彼定しよう。ヴィクセルは，自 

分め提案が議会政治の中でどのように働くかという問 

題に関してほ，ざっとした大ざっぱな指摘を与えてい 

るだけである。彼がとの問題について深く考えていな 

かったということは明らかである。また彼が，この問 

題に含まれる手続き上の問題点についても，またそれ 

が導く奇妙な結果についても全然考えていなかったと 

いうととも明白である。みたところでは，ブラック氏 

がこの問題に注意深、、分析を与えている唯一の学者で 

あるように思われる。そこで我々は，ここで彼の研究 

結果を利用することにしよう。 .
第 1 の問題点は，政府のいろいろな収入源を予備的 

におびただしい数のサーヴィスや支出計画にふり分け 

る場合に，議会のメ >；バーは単純多数決によって意見 

の一致をはからなければならないということである。 

ヅラック氏が指摘しているように，もし同額の税収を 

あげる租税が20種類あり，また同額のお金を支払う支 

出H•画が20籀類あるならば，租税と支出許画の可能な 

組合せは400通りあるであろう。実際には明らかに， 

租税の数も支出計画の数も20種類以上あるので,また 

各租税は必ずしも同額の税収を-あげえないとV、う寄実 

と，各収入源はいろいろな支出計画の資金を調達する 

ために組合せて利用されるという事実とがあるので， 

問題はいっそう複雑になるであろう。現代の立法府が, 
採決に付される.非常に多くの支出計画と租税の組合せ 

を常気式の投票記録装置や計算器を利用して記録した

としても，ヴィグセルの計画めこの予備的な部分を完 

全に遂行できるかどうかはきわめて疑わしいのである。

ブラックは rヴィクセルの手続きは，.安定した均衡 

位置を規定するものであり，多くの速続した投票の後 

におV、てのみ規定しうるものであるj と述べている。

またブラックは，ヴィクセルの条件付き多数の耍求 

が，支出を増加させることに対して著しく抑制的な役 

割を果しているということを明らかにしている。

さてブラヅク氏の方法を採用して， 100人のメソバ 

—で構成されている国会を考えてみよう。租税及び支 

出に関する政策が可決されるのに必要な条件付き多数 

は, メソバーの90%であると仮定しよう。また国会の 

メンバ—の選好曲線は「単峰型」であり，彼らの支出 

= 選好_ 線は最も低いものから最も高いものまで順番. 
に並べることができると仮定しよう。また各メンバー 

は，自分が最も望ましいと思う支出の水準をおりこん 

だ動議を少なくとも1 つ提出するものと仮定しよう。

もし提案された事項につV、て* 100個の異なった動 

議が提出されていると考えるならば，明らかに国会が 

行う仕事の量は膨大なものになる。 もしメンパーが前 

の投票セ否決;された動議を自由に再提出することがで 

きるならば， 100個の動議のうちどの動議が採用され 

るかどいうことをはづきりと決定するには， 100回の 

連続した投票をすることになるかもしれない。 100個 

の動議と初期条件が与えられるならば，論点を決定す 

るために必要な投票の® 数は，別々に行なう4480回の 

投票の回数より少なくないであろう。

もし最初行われていた支出額a。をそれぞれの額だけ 

変えたV、と（、う動議が、100個提出されていたとしても， 

その中の或るメンバーはそれを増やしたいと思うだろ 

うし，また別のメソバ一はそれを減らした、、と思うだ 

.ろう，。：しかしいや.しくもa。が増やされるかどうかは，: 
100個の選好曲線の中で下から11番目の選好曲線が最 

適であると考える支出の水準と，支出の大きさa。め間 

の関係に依存する。 もし下から11番目の選好_ 線が爨 

適と考える支出の水準がa。より低いならば，a。は決し 

て増やされないで現状のまま維持されるであろう。な 

ぜならa»を増やそうという動議で90票以上|得できる

注（5 ) リンダールはその著書〔116〕* におI 、て，この問題に閱するヴィクセルの取り扱V、を，もっと现突的な水準の分析で 

進展させている。
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(6 )  business ,
(7 )  single-peaked optima
( 8 ) 原本はreceive more than 89 votesであるが，89票を含まないのでr90票以上j と訳したa
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ヴィクセルの財政理論について〔10〕
動議はない,すなわち条件付き多数を獲得できる動議 

はないからである。 もしその選好曲線が最適と考える 

支出の水準がa。より高いならば，a。は増やされるであ 

ちう。 しがしそれは多数派によって提案された水 

全でではなくて，下から11番目の支出ゴ選好曲線が最 

適と考える大きさまでであろう。

単純多数決の場合には，同じ情況のもとにおいて如 

を増やすことは，下から49番目の支出= 選好曲線が最 

適であると考える支出の水準によぅて決定される，と 

いうことが考えられる<=この問題に関するブラックの 

結論は, 全ぐ正しいように思われる。すなわち，

「ここで， 2 つの明白な問題点に注意すべきである。 

. ‘….まず第1 の問題点は，安定した均衡位置は徐々に 

6 み達成されるということである。或る投票でヴィク 

セルの手続きによって与えられた結果というものは， 

問題が次に射議され新しい一組の投票が行われた場合 

には，ひらくり返されることが予想される。 もう1 つ 

0 問題点は，不公平の問題である。……一般的な場合 

(すなわち単純多数決の場合)，0 50 (すなわち50赉目の選好 

曲線）の近傍のどこかで，決定されるという強い仮定 

がある。これはすべてのメンバーの意見釦考慮に入れ 

ているであろう。これに対;してヴィクセルの最終的な 

解決は,極端な見解をもった少数のメンバーの意見に 

依存している。それは，こうした事項の支出とそれに 

関係する租税を最も嫌っている特定の少数者を保護す 

るものであづて， それも多数者の犠牲に、おいてであ 

る。」

他方において，もし議会のメンバーの評価というも 

のが，上に仮定したように独立しているというよりも， 

p しろ補完溝であるならば， もっと複雑.な問題が生じ 

る。通常，彼らの評価は補完的である。すなわち，•或 

'るメンバーが支出計画a , b, c .(とそれに[MJ係する租 

..税の計画) に賛成するかど:5 かということは，別の支出 

計画 e ，. f , g が受けいれられるかどうかということ 

に依存している，といったような場合である。このよ 

うな場合についてブラックは,次のように結論を下し 

ている。すなわち，

「このような情況のもとにおいては， 議会によって 

選ばれる支出訏画（とそれに閲係する租税の計画）ル 支  

出計圃が討議される順序に侬存する。 もし或る計画に 

ついて或る日決宠が行われ，また後日，その問題が； 

び討議される場合には，後日開かれる議会は，通常, 
前に行なった決宠を変えるであろう。たとえメンパ一 

注（9 〉 complementary

の選好関数が変わっていなかったとしてもそうであろ

しかしながら，国家サーヴィスを縮小したり，支出 

とそれに対防する租税を削減したりずる問題に関して 

は，ヴィクセルは，議会〖こおける少数者にその発議権 

を与えたいと思っていた。彼らは，条件付き多数によ 

って拒杏されない限り自動的に成功するであろう。こ 

の問題に関して，ヴィクセルがその後の手続きについ 

て考えていたことは不明確である。ブラッダは次のよ 

うに述べセいる。すなわち

「例えば，支出とそれに関係する租税を削減する問 

題について，a,, a2>ぬ の 3 つの動議が出された場合 

につI 、て考えてみよう。a iは少しの削減，a2はもう少 

し多い削減.はもっと多い削減を提案してい今とし 

よう。a。（現在(O状態を維持しようという提案) に対して，； 

例えば a , は 100% の多数を，«2 は 60% の多数を， 

办 は 1 1 % の多数を獲得するであろう。ヴィク：b ル自 

身の言葉からは, これら3 つの動議のうちどれが選ば 

れるべきかということは言うこ■とができない。私の考 

えでは，彼の方式に与えられる最も簡単な解釈は， も 

しそれが投票数の10% を越える少数を獲得すること 

ができるならば，支出の最も大きい削減を提案する動 

議 （ぬ）が受け入れられるであろう， ということであ

o J
どのようなことが起るのかということは結局，どれ 

くらい動議が出されたかということと，下から並べら 

れたメンバーの選好関数において，最適と考えられる 

支出の水準はどれくらいかということに依存している。 

もし支出の大きさa。が， 下から 1 1 番目の選好関数 

が最適と考える支出の水準より高いならば，山は削減 

されるであろう。それはおそらぐ，その関数が最適と 

考える水準まで削減されるであろう。というのは，こ 

れより高い水準では，なお削減を求める動議が投票数 

の 1 0 % を越え，反対投票が条件付き辛数に達しない 

ので，否決することができないからである。

ヴィクセルが自分の体系の迤礎においた仮定，特に， 

議会のメンパーは，政治的少数者にとって敵対的であ 

$ 攻擊的であるような支出及び'租税の政策を提案しな 

いであろうという仮定を，彼に有利に解釈してやった 

としても，次のようなブラックの評価に対しては，皮 

ばくするととはできないであろう。

「議会において， 支出を増加させる時には非常な多 

数を，支出を削減する時には非常な少数を,嫂求する
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ヴィクセルの財政理論につV、て 〔III〕

ヴィクセルの原則は,通常の堪純多数決による場合よ 

りも，支出の増加を困難にU 支出の削減を容易にす 

る。偏向は，縮小と削減の方向へ行われている。…… 
彼の体系が国家サーヴィスに対してきわめて制限的で 

あるととは疑う余地がない。彼の原則は，議会の多数 

者の犠牲において,議会の少数者を保護するであろ

しかしながらヴィクセルは，この手_ きに関する提 

案のほかに，いろいろな祖税，すなわち没収とか利益 

原則とか能力原則とかいったようないろいろな原則に 

基づいた租税が，財政の「公平な」体系 i お互いにど 

のように結びついているか，ということに_ する理論 

についても研究してI 、る。この間_ が次の節のテーマ 

である。


